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交渉等情報（１）
令和２年７月22日

各所属長 様

行政管理課長

人員確保等交渉の結果等について

令和２年７月21日（火）に高知県職員労働組合（以下「県職労」という。）と行政管理課長交渉を行いましたので、その結果を下記の

とおりお知らせします。

記

１ 交渉における主な回答等

県職労の要求の内容 行政管理課長の主な回答等

１．年度当初及び年度途中の欠員は速やかに補充し、欠員を生じ

させないための対策や、産休・育休・病休等、長期休職者の代

替要員確保に向けた具体策を講じること。

また、2021年度の新規採用職員数及び再任用職員数について

は、退職者の完全補充はもとより、県民福祉の向上や労働条件

改善の観点を十分考慮し、決定すること。

２．有資格者の採用を計画的に行うとともに、専門性や継続性、

経験を必要とする業務に対して適材適所の人員配置を行うこ

と。また、その配置にあたっては、本人希望を尊重すること。

４．新型コロナウイルスの感染拡大防止や緊急対策等に関連する事業

にあたっては、業務量に見合った定数を確保するとともに、不要不

急の既存事業の廃止および見直しを大胆に行うこと。

１、２、４について

・ 欠員は、基本的には、補充するとの従来の考え方に変わりは

ない。

・ しかしながら、事情により補充ができず、結果として会計年

度任用職員で対応せざるを得ない場合もある。

・ 技能職員の職場にあっては、その職場での見直しが可能な場

合を除いて、会計年度任用職員による対応を行い、一定の時期

には改めて検討を行う考えである。

・ また、職員の採用に当たっては、業務運営に支障のない配置

を行うことを基本とする中で、必要に応じて採用するという考

え方である。

・ 職員の配置についても同様に、職場実態の把握に努めつつ、

県政運営指針に沿って適正な配置及び管理に努めていくという

考え方である。

・ 新型コロナウイルスの感染予防、感染拡大防止及び経済影響

対策に係る事業の実施に当たっては、業務の運営に支障がない

よう柔軟な職員配置に努めるとともに、令和２年５月21日付け

「新型コロナウイルス感染症対策の実施に伴う事務事業見直し

の徹底について」（副知事通知）に基づき、既存事業の見直し

を行い、マンパワーの確保に努めることとしている。
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県職労の要求の内容 行政管理課長の主な回答等

３．技能職の職のあり方に関しては、公共サービスの維持向上の

観点から、行政職を含めて誰が担うか再考するとともに、現場

の意見を尊重すること。

５．公務におけるワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、職

場における男女平等の推進へ向けた具体策を講じること。ま

た、仕事と生活の両立支援を促進するための取り組みを強化す

ること。

３について

・ 技能職については、退職不補充としており、今後、退職に合

わせて業務を見直す過程で、当面、知事部局においては、試験

研究機関における植物栽培や動物飼育、土木事務所の道路整備

の職が残るものと考えている。

・ それぞれの職や技能職が担う業務の在り方について、引き続

き、意見は聞きたいと考えている。

５について

・ 人事については、今後とも適材適所の考え方のもと、適切か

つ公平な取扱いに努めていきたいと考えている。

・ 仕事と生活の両立支援の促進については、高知県職員子育て

サポートプランに基づき、引き続き取り組んでいく。
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県職労の要求の内容 行政管理課長の主な回答等

６．全庁的な時間外勤務の縮減に向けた具体策を講じるととも

に、上限規制や他律的部署の指定および特例業務の考え方に関

して、見直しを含めた労使協議に応じること。

７．別途提出する個別課題について、改善を図ること。

６について

・ 時間外勤務等については、平成24年４月に発出した副知事通

知に基づいて、全庁的に取組を進めている。

・ 平成25年度からは、所属全体での意識の共有を図るととも

に、より実効ある取組とすることを目的に、所属の目標設定の

取組時期に合わせて、各所属で話し合いの機会を持つこととし

ている。

・ 更に、平成28年度からは「職員の創造性の発揮と業務の質の

向上に向けた取組について」（副知事通知）に基づいて、業務

運営の改善はもとより、既存事業のスクラップなどの事務事業

の見直しや、外部委託の推進などに取り組むとともに、管理職

員のマネジメント力の向上に向けた取組を進めている。

・ 令和元年度からは、時間外勤務の上限が設けられたことを踏

まえ、所属での業務及び事務分担の見直しや、協力体制の構築

等、業務の平準化を図りながら、職員の健康管理に留意しつ

つ、適切な業務管理及び勤務時間管理を徹底している。

・ こうした取組を通じて、職員の健康増進や時間外勤務の縮減

につなげていきたい。

・ 時間外勤務の上限の設定、他律的部署の指定及び特例業務の

運用については、令和元年度の状況や国及び他県の状況も見な

がら、適切に対応をしていきたいと考えており、引き続き、意

見は聞きたいと考えている。
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２ 当局の文書回答

(１) 文書回答（令和２年７月21日）

人員確保等に関する要求書に対する回答について

(２) 回答書（全文）

人員確保等に関する要求書に対する回答について

令和２年７月６日付けで提出のありました要求書について、下記のとおり回答します。

記

１、２、４について

欠員は、基本的には、補充するとの従来の考え方に変わりはありません。

しかしながら、事情により補充ができず、結果として会計年度任用職員で対応せざるを

得ない場合もあります。

技能職員の職場にあっては、その職場での見直しが可能な場合を除いて、会計年度任用

職員による対応を行い、一定の時期には改めて検討を行う考えです。

また、職員の採用に当たっては、業務運営に支障のない配置を行うことを基本とする中

で、必要に応じて採用するという考え方です。

職員の配置についても同様に、職場実態の把握に努めつつ、県政運営指針に沿って適正

な配置及び管理に努めていくという考え方です。

新型コロナウイルスの感染予防、感染拡大防止及び経済影響対策に係る事業の実施に当

たっては、業務の運営に支障がないよう柔軟な職員配置に努めるとともに、令和２年５月

21日付け「新型コロナウイルス感染症対策の実施に伴う事務事業見直しの徹底について」

（副知事通知）に基づき、既存事業の見直しを行い、マンパワーの確保に努めることとし

ています。

３について

技能職については、退職不補充としており、今後、退職に合わせて業務を見直す過程

で、当面、知事部局においては、試験研究機関における植物栽培や動物飼育、土木事務所

の道路整備の職が残るものと考えています。

それぞれの職や技能職が担う業務の在り方について、引き続き、ご意見はお聞きしたい

と考えています。

５について

人事については、今後とも適材適所の考え方のもと、適切かつ公平な取扱いに努めてい

きたいと考えています。

また、仕事と生活の両立支援の促進については、高知県職員子育てサポートプランに基

づき、引き続き取り組んでいきます。

６について

時間外勤務等については、「活力のある職場づくりと公務能率等の向上について」（副

知事通知）に基づいて、全庁的に取組を進めているところです。

また、平成25年度からは、所属全体での意識の共有を図るとともに、より実効ある取組

とすることを目的に、所属の目標設定の取組時期に合わせて、各所属で話し合いの機会を

持つこととしています。

更に、平成28年度からは「職員の創造性の発揮と業務の質の向上に向けた取組につい

て」（副知事通知）に基づいて、業務運営の改善はもとより、既存事業のスクラップなど
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の事務事業の見直しや、外部委託の推進などに取り組むとともに、管理職員のマネジメン

ト力の向上に向けた取組を進めているところです。

令和元年度からは、時間外勤務の上限が設けられたことを踏まえ、所属での業務及び事

務分担の見直しや、協力体制の構築等、業務の平準化を図りながら、職員の健康管理に留

意しつつ、適切な業務管理及び勤務時間管理を徹底しているところです。

こうした取組を通じて、職員の健康増進や時間外勤務の縮減につなげていきたいと考え

ています。

時間外勤務の上限の設定、他律的部署の指定及び特例業務の運用については、令和元年

度の状況や国及び他県の状況も見ながら、適切に対応をしていきたいと考えており、引き

続き、ご意見はお聞きしたいと考えています。



6

３ 県職労からの要求

(１) 要求書提出

2020年度人員確保等に関する要求書（令和２年７月６日）

(２) 要求書（全文）

2020年度人員確保等に関する要求書

日頃より、民主的な地方自治確立と住民福祉・サービスの向上にご尽力されている貴

職に敬意を表します。

さて、新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの事業が廃止や縮小を余儀なくさ

れました。その一方で、約512億円ものコロナ対策予算が組まれ、感染予防や経済影響対

策事業が今後本格的に始まります。

感染拡大防止の観点で、働き方や生活様式が大きく見直される中、私たち公務労働者

は、県民生活における喫緊かつ最重要課題への対応を求められています。それらに応え

ていくためには、業務遂行に十分な人員を確保することが必要です。

2020年度に改定された県政運営指針では、「令和６年４月時点において3,400人以内で

の体制を見込む」としています。これまでの定数削減・抑制の流れから定数増へとシフ

トしたことは評価しますが、コロナ対策という誰もが経験のない領域においては、さら

なる体制強化が急務の課題だと考えます。

そこで、次のとおり要求書を提出しますので、貴職の誠意ある回答を強く求めます。

なお、回答については、７月21日（火）までに文書で行われますよう申し添えます。

記

１．年度当初及び年度途中の欠員は速やかに補充し、欠員を生じさせないための対策や、

産休・育休・病休等、長期休職者の代替要員確保に向けた具体策を講じること。

また、2021年度の新規採用職員数及び再任用職員数については、退職者の完全補充

はもとより、県民福祉の向上や労働条件改善の観点を十分考慮し、決定すること。

２．有資格者の採用を計画的に行うとともに、専門性や継続性、経験を必要とする業務

に対して適材適所の人員配置を行うこと。また、その配置にあたっては、本人希望を

尊重すること。

３．技能職の職のあり方に関しては、公共サービスの維持向上の観点から、行政職を含

めて誰が担うか再考するとともに、現場の意見を尊重すること。

４．新型コロナウイルスの感染拡大防止や緊急対策等に関連する事業にあたっては、業

務量に見合った定数を確保するとともに、不要不急の既存事業の廃止および見直しを

大胆に行うこと。

５．公務におけるワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、職場における男女平等の

推進へ向けた具体策を講じること。また、仕事と生活の両立支援を促進するための取

り組みを強化すること。

６．全庁的な時間外勤務の縮減に向けた具体策を講じるとともに、上限規制や他律的部

署の指定および特例業務の考え方に関して、見直しを含めた労使協議に応じること。

７. 別途提出する個別課題について、改善を図ること。


